
第８章    国際予備審査機関に対する手続 

                （主として国際予備審査機関としての日本国特許庁に対する手続） 

 

 

第１節 国際予備審査の請求 
 

 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明の新規性・進歩性・産業上の利用可能性に

ついて、予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とします。           （条３３(1)） 

 

１．請求の時期 

 

  2004年1月1日以降の国際出願   

   国際調査報告又は国際調査報告を作成しない旨の宣言及び国際調査機関の見解書の送付の

日から３月又は､優先日から２２月のうち、いずれか遅く満了する期間  （規５４の２.１） 

  

 2002年4月1日付でＰＣＴ条約第22条が改正され、予備審査請求の有無に拘わらず、翻訳

文の提出期限が一律優先日から30月になりました。 

 しかし、いくつかの指定国では、自国の国内法令との整合性が確保されるまで、従来ど

おり翻訳文の提出期限は優先日から20月であり、19月を経過する前に国際予備審査の請求

を行った場合に限り国内移行期限が30月となります。 

 これらの国々については、今後、経過措置の撤回などもありますので、最新情報をＷＩ

ＰＯホームページ等で適宜に確認することをお奨めします。 

 

２．国際予備審査の請求をすることができない場合 

 

（１） 出願人のすべてが、条約第２章の規定に拘束されている締約国の居住者又は国民でない場 

   合                                                        （法１０(1)、条３１(2)） 

 

（２）国際出願において指定されたすべての国が、条約第２章を留保している国である場合 

                                                                          （法施５１） 

＊なお、国際出願の取下げ又はすべての指定国の取下げ等により、国際出願が存在しなくな

った後は国際予備審査の請求はできません。 

 

３．請求に必要な書類 

 

    ①  国際予備審査請求書                           （法１０(2)、法施５３、条３１(3)） 

                                                    【様式編７－１・ＩＰＥＡ／４０１】 

② 事前に代理人の選任がなく国際予備審査の請求を代理人により行う場合、あるいは国際

予備審査請求を新しい代理人により行う場合、代理人の選任を証明する書面（出願人が

国際予備審査請求書の署名欄に記名押印をした場合を除きます） 

                                                   （法施５、法施６、規９０.４(a)） 

    ③  その他                                                       （条１９、条３４） 
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４．請求に必要な手数料                                                    （条３１(5)） 

 

    ①  予備審査手数料                         （法１８(1)④、令２(1)④、規５８.１(a)） 

    ②  取扱手数料                                 （法１８(3)、法施８０②、規５７.１） 

 

５．国際予備審査機関による送付・通知 

 

  国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書を受理した場合には、国際事務局に請求書（又 

 はその写し）を送付します。また、出願人にその受理の年月日を通知します。 

                                                    （法施５４(1)、規６１.１(a)(b)） 

 

６．国際事務局による通知 

 

  国際事務局は、選択官庁に対し選択された旨の通知を、条約第２０条に規定する送達ととも 

に選択官庁に送付します。                            （条３１(7)、規６１.２.(a)(c)） 

  国際事務局は、出願人に対し通知を受けた選択官庁を書面で通知します。   （規６１.３） 

                                  

７．公報への掲載 

 

  国際事務局は、請求書の提出後であって、かつ、その国際出願の国際公開がされた後、速やか

に請求の事実の通知及び選択国に関する情報を公報に掲載します。              （規６１.４） 

 

 

第２節  管轄国際予備審査機関 

 

１．日本語による国際出願 

 

  日本国特許庁（受理官庁）に日本語により国際出願をした出願人は、日本国特許庁（国際予 

備審査機関）に対し国際予備審査の請求をすることができます。 

   （法１０(1)、条３２、日本国特許庁と国際事務局との間の取決め(１９９８年１月１日)） 

 

２．英語による国際出願 

 

  日本国特許庁（受理官庁）に対して行った英語による国際出願についての国際予備審査は、 

国際調査を行った機関と同じです。したがって、国際予備審査の請求は、日本国特許庁が国際 

調査報告を作成する場合は日本国特許庁に対して行い、ヨーロッパ特許庁が国際調査報告を作 

成する場合はヨーロッパ特許庁に対して行います。 

 

    《ヨーロッパ特許庁が国際予備審査機関の場合の予備審査請求書の送付先》 

      European Patent Office 

      D-80298 Munich 

      Germany 
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第３節  国際予備審査の請求書の作成要領 

 

１．様式 

 

  請求書は、印刷した様式を用いて作成するか又はコンピューター印字として表すものとしま 

す。          （法施５３、法施様２１、同２１の２（英語）、規５３.１(a)、細１０２(h)） 

  コンピューター印字の方法は、『第３章  願書等の作成要領  第２節  願書の作成要領  １． 

様式』の欄を参照してください。 

  印刷した様式は、受理官庁又は国際予備審査機関（特許庁国際出願課）で無料で提供してい 

ます。                                                               （規５３.１(b)） 

  特許庁ホームページ(http://www.jpo.go.jp)にも様式を掲載していますので利用することが 

できます。 

 

２．各欄の作成要領                           【様式編７－１】 

 

（１）国際出願の表示   第Ⅰ欄                                             （規５３.６） 

①  国際出願番号を記載します。国際出願番号が受理官庁から通知される前に国際予備審査

の請求をする場合には、国際出願番号にかえて受理官庁名を記載します。 

②  国際出願日及び優先日を記載します。記載については、日．月．西暦年を「２７．０４．

２００８」のように記載します。２以上の優先権の主張を伴う場合には、優先権の主張に

係る最先の出願の出願日を優先日として記載します。 

③  国際出願の願書に「出願人又は代理人の書類記号」を記載したときは同じ書類記号を記

載します。 

④  発明の名称を記載します。ただし国際調査機関により作成された場合にはその発明の名

称を記載します。 

 

（２）出願人   第Ⅱ欄                                                     （規５３.４） 

出願人の記載は、選択国の出願人にあたる者の全員を記載しなければなりません。 

  出願人が４名以上の場合は「第Ⅱ欄の続き  出願人」の用紙を使用して記載します。 

氏名（名称）及びあて名の記載方法については願書の出願人の記載方法の欄を参照してくだ

さい。なお、記載要件の簡素化は、願書上の取扱いと同様です。 

 

（３）代理人又は共通の代表者   第Ⅲ欄                                     （規５３.５） 

    ①  第Ⅲ欄に記載の者が代理人又は共通の代表者かどうか□内にレ印を付します。代理人又

は共通の代表者についての選任に関して該当する□内にレ印を付します。 

    ②  代理人又は共通の代表者が選任されていない場合には、通知が送付されるための「あて

名」をこの欄に記載することができます。このあて名は、請求書の「第Ⅱ欄  出願人」に

記載されているあて名と異なっていなければなりません。あて名を記載する場合には、当

該□内にレ印を付します。 

 

（４）補正に関する記述   第Ⅳ欄   

         （法施５２(1)⑥、規５３.２(a)(ⅳ)、規５３.９、規６２.２、規６６.１、規６９.１） 

  条約第１９条及び第３４条の規定に基づく補正書を基礎として国際予備審査を開始するこ

とを出願人が希望する場合には該当する□内にレ印を付します。 
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① 条約第１９条の規定に基づく補正が行われた場合には、出願人は国際予備審査のために

条約第１９条の補正書を考慮するか、又は条約第３４条の補正により、その条約第１９条

の補正は取り消されたものとして、３４条補正を基礎として予備審査の開始を希望するか

を表示します。                          （規５３.９(a)） 

② 条約第３４条の規定に基づく補正書を請求書と同時に提出する場合には、当該補正を基

礎として予備審査の開始を希望する旨を表示します。         （規５３.９(c)） 

③  条約第１９条の規定に基づく補正が行われておらず、かつ、提出期間が満了していない 

場合には、国際調査機関が規則６９．１(d)の規定にしたがい国際調査と同時に国際予備審

査を開始することを希望する場合には、同規則の規定にしたがい国際予備審査の開始を延

期することを希望する旨の表示をすることができます。        （規５３.９(b)） 

④ 優先日から２２月を待たずに国際予備審査の早期開始を希望する場合は、その旨を表示

します。（2004年1月1日以降の国際出願のみ）   （規６９.１(a)但書、法施５３の２） 

 

（５）国の選択   第Ⅴ欄   

   みなし全選択により、記載の必要はありません。既に、様式に「この様式を用いてされた

国際予備審査の請求は、指定され、かつＰＣＴ第Ⅱ章に拘束される全ての締約国を選択する

国際予備審査の請求となる。」と印字されています。                       (規５３.７) 

 

（６）照合欄   第Ⅵ欄   

       補正書等の添付がある場合には、書類の枚数を記載します。 

   書簡には１９条補正をした際に国際事務局に送られた書簡（letter）の枚数を記入します。  

      その他添付書類がある場合には該当する□内にレ印を付します。 

 

（７）出願人、代理人又は共通の代表者の記名・押印（署名）   第Ⅶ欄   

①  代理人又は共通の代表者が選任されていない場合には、国際予備審査の請求書に記載し

た出願人が全員記名・押印（署名）します。                         （規５３.８(a)） 

 ただし、国際出願の願書と同様に、二人以上の出願人がある場合において出願人のうち

いずれか1名の署名があれば十分なものとして取り扱われます。   （規６０.１(aの３)） 

    ②  出願人の押印（署名）を必要としない場合 

  発明者が出願することを国内法令で規定している国を選択して２人以上の出願人が国際

予備審査の請求書を提出した場合であって、発明者であるその選択国についての出願人が

国際予備審査の請求書に押印（署名）することを拒否し、又は誠実な努力をしてもその出

願人を発見し、もしくはその出願人に連絡できない場合には、少なくとも他の出願人が押

印（署名）をし、かつ、次の条件のいずれかを満たすときは、国際予備審査の請求書には

その出願人の押印（署名）を必要としません。     （法施７１の２(2)、規５３.８(b)） 

ａ  当該出願人の押印（署名）がないことを国際予備審査機関が満足するように説明した

書面を提出すること。                                       （規５３.８(b)(i)） 

ｂ  当該出願人が願書に押印（署名）していないけれども条約規則４.１５(b)の要件〔押

印（署名）を必要としない場合〕を満たしていること。        （規５３.８(b)(ii)） 

 

（８）その他 

      書類の作成上の一般原則及び願書の作成要領に従って作成します。 

  『第２章  受理官庁としての日本国特許庁に対する国際出願の手続の一般原則  第３節  

国際出願書類等の作成上の一般原則』の欄を参照してください。 
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第４節  国際予備審査の請求に係る手数料 

 

１．手数料の種類と金額 

 

（１）日本国特許庁が国際予備審査機関の場合（日本語／英語出願とも。ただし国際調査報告書

を日本特許庁が作成する場合に限る）2008年8月1日現在 

 

① 予備審査手数料（適用される料金は国際出願日時点の料金） 

           １件につき ３６，０００円 

                                               （法１８(1)④、令２(1)④、規５８.１(b)） 

  ② 取扱手数料（適用される料金は取扱手数料支払日時点の料金）         

           １件につき  １９，６００円 

                                                （法１８(3)、法施８０②、規５７.１） 

 

（２）ヨーロッパ特許庁が国際予備審査機関の場合（英語出願ただし国際調査報告書をヨーロッ

パ特許庁が作成する場合に限る）2008年8月1日現在 

 

① 予備審査手数料（Preliminary examination fee） 

（適用される料金表は予備審査手数料支払日時点の料金表） 

                          １，６７５ユーロ（ＥＵＲ） 

② 取扱手数料（Handling fee） 

（適用される料金表は取扱手数料支払日時点の料金表） 

                               １２１ユーロ（ＥＵＲ） 

                      

２．納付の方法                                                                       

                                                                                     

   国際事務局のための手数料（取扱手数料）は、国際予備審査機関が徴収します。また、予備 

 審査手数料は、国際予備審査機関の任務の遂行に係る手数料です。したがって、国際予備審査 

 に係る手数料は、管轄国際予備審査機関に支払うことになります。（規５７.１、規５８.１(a)） 

 

（１）日本国特許庁 

    ①  予備審査手数料 

  特許印紙又は現金納付により納付します。          （法１８(4)準用する特１９５(5)） 

  請求と同時に納付する場合は、特許印紙又は納付済証（特許庁提出用）を日本工業規格

Ａ列４番の用紙に貼付してその下に「予備審査手数料」と記載しその右側に印紙額／納付

額を記載して国際予備審査請求書に添付します。 

 予備審査請求後に納付する場合は、「手数料納付書（法第１８条第１項第４号の規定に

よる納付）」に必要な額の特許印紙／納付済証を貼付し、特許印紙／納付済証の下に印紙

額／納付額を記載して特許庁長官（受理官庁）に提出します。 

           （法施７８、法施様２７、同２７の２（英語））【様式編２－１】 

      また、2005年10月から上記のような特許印紙を用いて納付する手数料については、電子

現金納付による支払いも可能となりました。（利用方法等の詳細については、（独）工業

所有権・研修館ホームページをご確認下さい。） 
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    電子現金納付の場合、予備審査請求書の手数料計算用紙の欄の「納付番号」欄に納付番

号１６桁を記入します。 

 

②  取扱手数料 

  請求と同時に納付する場合は、国際事務局のための銀行口座に手数料を振り込み、「振

込みを証明する書面」を日本工業規格Ａ列４番の用紙に貼付し、提出者の割り印をして、

その下の余白に取扱手数料の記載と振り込み額を記載して国際予備審査の請求書に添付し

ます。                                                              （法施７９） 

 予備審査請求後に納付する場合は、「取扱手数料振込済証提出書」に、日本工業規格Ａ

列４番の用紙に「振込を証明する書面」を貼付し提出者の割り印をしてその下に「取扱手

数料」の表示と振込額を記載した書面を貼付して特許庁長官（受理官庁）に提出します。

なお、「振込を証明する書面」は特許庁長官が認めるときは省略することができます。 

           （法施７９、法施様２８、同２８の２（英語））【様式編２－２】 

  銀行への振り込みは、国際予備審査の請求１件ごとに行います。 

 

    《国際事務局のための銀行口座》 

        口座の所在地    株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  虎ノ門支店 

                        東京都港区虎ノ門一丁目３番１号 

                        電話番号  （０３）３５８０－６４１１ 

        口座の名義      ＷＩＰＯ－ＰＣＴ，Ｇｅｎｅｖａ 

        口座の種類      非居住者円普通預金 

        口座の番号      ２０７４８９６ 

 

 

（２）ヨーロッパ特許庁 

      予備審査手数料・取扱手数料をヨーロッパ特許庁の規則に従って支払います。 

                                     （ヨーロッパ特許庁：手数料に関する規則第５条） 

 

      ① ヨーロッパ特許庁が開設した銀行口座又は振替口座、②郵便為替、③ＥＰＯ宛の小切

手の送付又は為替送金、④現金支払い、⑤ＥＰＯ（ミュンヘン）の記録簿に開設した預

託口座からの引落し、ヨーロッパ特許庁名義の口座に振り込むことによって支払うこと

もできます。 

    《ヨーロッパ特許庁（ミュンヘン）の口座》 

        口座の所在地    Dresdner Bank   

                         Promeadeplatz  ７， 

                         D-80273  Munchen   

                         Germany  

        口座の名義    European Patent Organization 

        口座の番号    3 338 800 00 (bank code 700 800 00） 

        SWIFTｺｰﾄﾞ    DRESDEFF700 

IBAN     DE20 7008 0000 0333 880000 

 

３．納付の時期 

 

  2004年1月1日以降の国際出願の場合、国際予備審査請求書の提出から１月以内又は優先日か 
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ら22月以内のうちいずれか遅く満了する期間内（法１８(1)④、規５７.３(a)、規５８．１(b)） 

 

（１）補正 

  所定の期間内に支払われていない場合は、特許庁長官（国際予備審査機関）は出願人に対

し、手数料の補正を命じます。                  （法１４、令１(2)、規５８の２.１(a)） 

 

（２）補正の期間 

      命令の日（発送日）から１月以内                     （法施６９、規５８の２.１(a)） 

 

（３）補正の方法                                                                    

   「手続補正書（令第１条第２項の規定による命令に基づく補正）」を提出することにより

行います。＊手数料補正書ではありません。 

  （法施７０(2)で準用する法施３１、法施様１５、１５の２（英語））【様式編２－６(１)】  

 

（４）補正されない場合 

  所定の期間内に手数料の納付がされない場合は、国際予備審査の請求は行われなかったも

のとみなします。                                      （令１(3)、規５８の２.１(b)） 

 

４．取扱手数料の払戻し 

 

    国際予備審査機関は次の場合に取扱手数料を出願人の請求により払い戻します。 

                                                            （法施８１(2)、規５７.６） 

①  国際予備審査の請求書が国際事務局に送付される前に国際予備審査の請求が取り下げら

れた場合                                                       （規５７.６(ｉ)） 

②  すべての出願人が国際予備審査の請求をする資格がないため請求が行われなかったもの

とみなされた場合、又は規則54の2.1(a)に規定する期間の経過後になされたため、国際予

備審査の請求が行われなかったものとみなされた場合          （規５７.６(ii)）  

 

 『第４章  国際出願の手数料  第２節  手数料の払戻し  ４．取扱手数料』の欄を参照して

ください。 

 

 

第５節  国際予備審査の開始及びそのための期間 

 

 国際予備審査は、国際予備審査機関が次の１～５の規定に従うことを条件に、以下の全てを

受領した時に開始されます。 

 （ⅰ）国際予備審査の請求書の提出 

 （ⅱ）取扱手数料及び予備審査手数料の納付 

 （ⅲ）国際調査報告書及び国際調査機関の見解書又は国際調査報告を作成しない旨の国際調

査機関の宣言の通知のいずれか 

 ただし、国際予備審査機関は、出願人が明示的に早期開始を請求した場合を除き、国際予備

審査請求期間（国際調査報告の送付日から3月か優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期

間）が満了するまでは、国際予備審査を開始しません。         （規６９.１(a)） 
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１．出願人による早期開始の希望 （2004年1月1日以降の国際出願のみ） 

 

  出願人は、規則54の2.1(a)に規定する期間の満了前に、国際予備審査の開始を請求すること

ができます。この請求は、国際予備審査請求書の該当欄に希望する旨を表示するか又は国際予

備審査開始請求書を提出することによって行います。    

（法施５３の２、法施様２１の３、同２１の４(英語)）【様式編７－３】 

 

２．国際調査と同時にする場合 

 

  国際予備審査機関が国際調査機関と同一である場合には、国際予備審査機関が希望するとき 

は、上記１の規定に従うことを条件に国際調査と同時に開始することができます。 

                                                                   （規６９.１(b)） 

 日本国特許庁において国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望する場合には、

明示的に１．の早期開始の希望を請求しておく必要があります。 

 

３．出願人による延期の希望 

 

  請求書の補正に関する記述に国際予備審査の開始を延期することを希望する旨の表示がある 

場合には、次のいずれかが最初に生じるまでは国際予備審査を開始しません。 

                                                     （規６９.１(d)、規５３.９(b)） 

    ①条約第１９条の規定に基づく補正書の写しの受領 

②条約第１９条の規定に基づく補正を希望しない旨の出願人からの通知の受領 

③条約第１９条の規定に基づく補正書の提出期間（国際調査報告の送付日から２月か、優

先日から１６月のうち、いずれか遅く満了する期間）の経過 

 

４．条約第１９条の補正を考慮することを希望する旨の表示がある場合 

 

  請求書の補正に関する記述が条約第１９条の規定に基づく補正を考慮することを希望する旨 

の表示がある場合には、その補正書の写しを受領する前に国際予備審査を開始しません。 

                                                  （規６９.１(c)、規５３.９(a)(ｉ)） 

 

５．条約第３４条の補正の記述がある場合 

 

  請求書の補正に関する記述が、条約第３４条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書 

とともに提出した旨の表示があるにもかかわらず、補正書が同時に提出されていない場合には、 

補正書の受領又は国際予備審査機関が出願人に補正書の提出を求めた期間の経過のいずれかが 

 生じるまでは国際予備審査を開始しません。 

                          （規６９.１(e)、規５３.９(c) 、規６０.１(g)、法施６３の２） 

 

 

第６節  国際予備審査の請求後に行う手続   

 

１．手続の補完 
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（１）補完命令（法１４、令１(1)） 

      国際予備審査の請求が次の各号に該当する場合は、手続の補完が命じられます。 

                                                            （令１(１)、規６０.１(a)） 

  《補完命令の対象となる場合》 

①  出願人の氏名（名称）及びあて名（出願人が二人以上ある場合にあっては、出願人のう

ち少なくとも一人のあて名）が記載されていない場合 

                                                   （法施６３(2)①、法施５２②） 

②  発明の名称が記載されていない場合                  （法施６３(2)①、法施５２④） 

③  国際予備審査の請求時に国際出願番号及び国際出願日の通知がされているときには、そ

の国際出願番号及び国際出願日の記載がない場合、国際出願番号及び国際出願日の通知

がされていないときには、受理官庁の名称が記載されていない場合   

                                                       （法施６３(1)①、法施５２⑤） 

④  国際出願の言語により記載されていない場合                       （法施６３(1)②） 

   

（２）補完の期間 

      命令の日(発送日)から１月以上（特許庁長官が定める）      （法施６９、規６０.１(a)） 

 

（３）補完の方法 

      「手続補完書（令第１条第１項の規定による命令に基づく補完）」を提出することにより

行います。     （法施７０(1)で準用する法施２４、法施様１２、同１２の２（英語）） 

 

（４）補完がされた場合 

  所定の期間内に補完の手続がされた場合には、当該国際予備審査の請求書は国際予備審査

機関が手続補完書を受領した日に受理されたものとみなされます。  （規６０.１(b)後段） 

 

（５）補完がされない場合 

  手続の補完を命じられた者が所定の期間内に手続の補完をしなかったときは、その国際予

備審査の請求は、初めからなかったものとみなされ、その旨が国際事務局及び出願人に通知

されます。                         （令１(3)、規６０.１(c)、規６１.１(b)） 

 

２．手続の補正 

 

（１）補正命令                           （法１４、令１(2)、法施６３(1)、規６０.１(a)） 

     国際予備審査の請求書が次の各号に該当する場合には、手続の補正が命じられます。 

                                                                           （令１(2)） 

  《補正命令の対象となる場合》 

    ①  予備審査手数料及び取扱手数料が所定の期間内に納付されていない場合 

                               （法１４、規５８の２.１） 

    ②  国際予備審査を請求する旨の申立ての記載がない場合  （法施６３(1)①、法施５２①） 

③ 出願人の氏名（名称）、国籍、住所及びあて名が記載されていない場合（出願人が二人

以上ある場合で、そのうちの少なくとも一人について記載がある場合は除く） 

                                                       （法施６３(1)①、法施５２②） 

④ 代理人又は代表者がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名の記載がない場合 

                                                       （法施６３(1)①、法施５２③） 

⑤  提出者の氏名若しくは名称の記載又は押印がない場合（提出者が二人以上ある場合で、
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そのうちの少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び押印がある場合を除く） 

                                                           （法施６３(1)④） 

    ⑥  代理人の資格について不備がある場合                            （法施６３(1)③） 

    ⑦  請求書が所定の様式により作成されていない場合                  （法施６３(1)⑤） 

⑧  国際予備審査請求書に条約第３４条の規定に基づく補正書がある旨の記載がある場合で

あってその補正書が添付されていない場合             （法施６３の２、規６０.１(g)） 

 

（２）補正の期間 

      命令の日(発送日)から１月以上（特許庁長官が定める）     （法施６９、規６０.１(a)） 

 

（３）補正の方法 

      ①～⑦については、「手続補正書（令第１条第２項の規定による命令に基づく補正）」を

提出することにより行います。 

   （法施７０(2)で準用する法施３１、法施様１５、同１５の２（英語））【様式編２－６（１）】 

   ⑧については、「手続補正書（法第１１条の規定による補正）」を提出することにより行

います。                               【様式編７－７】 

（４）補正がされた場合 

      所定の期間内に手続の補正がされた場合には、当該国際予備審査の請求書は、国際予備審

査機関が実際の請求書を受領した日に受理されたものとみなされます。（規６０.１(b)前段） 

  

（５）補正がされない場合 

  手続の補正を命じられた者が所定の期間内に手続の補正をしなかったときは、下記の場合を

除きその国際予備審査の請求は初めからなかったものとみなされ、その旨が国際事務局及び出

願人に通知されます。                          （令１(3)、規６０.１(c)、規６１.１(b)） 

 

３．国際予備審査の開始の請求 

 

（１）開始の請求 

国際予備審査を請求した出願人は、規則６９．１(a)の規定に従い、第５１条の２第１項に規

定する期間の満了前に、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始の請求をすることができます。 

                                                                  （法施５３の２（１）） 

 

（２）請求の方法 

「国際予備審査開始請求書」を提出して行います。 

（法施５３の２（２）、法施様２１の３、同２１の４（英語））【様式編７－３】 

 

４．発明の単一性の欠如 

 

（１）請求の範囲の減縮・追加手数料の納付命令 

  国際予備審査の請求に係る国際出願が発明の単一性の要件を満たしていない場合には、国

際予備審査機関は、その請求の範囲を減縮するか又は追加手数料を納付すべきことを相当の

期間を指定して出願人に命じます。                    （法１２(3)、条３４(3)(a)） 

 

  《命令書の内容》                                              （法施５８、規６８.２） 

    ①  発明の単一性の要件を満たすこととなる請求の範囲の減縮の例示 
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    ②  追加して納付する手数料の金額 

    ③  発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由 

 

（２） 減縮・納付の期間（規６８.２） 

    ①  日本国特許庁 

         命令の日（発送日）から１月 

    ②  ヨ－ロッパ特許庁 

         命令の日（date of invitation）から１月 

 

（３）追加手数料の額 

      追加手数料の額は、管轄国際予備審査機関が定めます。                （規６８.３(a)） 

    ①  日本国特許庁の場合     

      2003年12月31日以前の国際出願  １発明につき  １８，０００円 

      2004年1月1日以降の国際出願   １発明につき ２１，０００円  （令２(3)） 

    ②  ヨーロッパ特許庁の場合    １，６７５ユーロ（ＥＵＲ） 

                  

（４）減縮又は納付の方法 

      提出は、管轄国際予備審査機関に直接提出及び納付します。           （規６８.３(b)） 

    ①  出願人は、所定の期間内に国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮するか又は

追加手数料を納付します。 

    ②  「請求の範囲の減縮書」「手数料追加納付書」「請求の範囲の減縮書及び手数料追加   

    納付書」を提出することにより行います。 

                （法施５９、法施様２２、同２２の２（英語））【様式編７－５】 

 

（５）減縮・納付がされた場合 

  必要な減縮が行われた場合又は（及び）十分な追加手数料の納付がなされた場合には、請

求の範囲について国際予備審査報告が作成されます。 

 

（６）減縮・納付がされない場合 

    ①  減縮も納付もされないとき 

        国際予備審査機関は、主発明であると認められる発明に係る部分について報告を作成し

ます。                                                           （条３４(3)(c)） 

    ②  不十分な減縮 

        発明の単一性の要件が満たされないときは、上記①と同じ手続がとられます。 

                                                           （法１２(4)、規６８.４） 

    ③  不十分な納付 

ａ  審査官は、納付があった発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分して、納

付があった発明に係る部分について行った国際予備審査の結果を、その他の発明に係る

部分については追加手数料が不十分である旨を国際予備審査報告に記載します。 

                                                                  （法１２(4)） 

ｂ  上記の区分は、審査官が主要な発明と認める順序にしたがって行います。（法施６０） 

ｃ  審査官がその順序を定めることができないときは、請求の範囲における発明の記載の

順序に従います。                                         （法施６０、規６８.５） 
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（７）減縮又は支払いを求めない場合 

  条約第３４条(4)(b)及び条約規則６６.１(e)の規定（予備審査の対象としない場合）にし

たがうことを条件として、国際出願の全体について国際予備審査を進め、書面による見解及

び国際予備審査報告に発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理

由を明記します。                                                       （規６８.１） 

 

（８）追加手数料異議の申立て  （法施７０(4)で準用する法施４４・４５、規６８.３(c)(d)(e)） 

    ①  異議の申立て 

  追加手数料を納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額を納付すると

ともに「発明の単一性の要件を満たしている」「追加の手数料の額が過大である」旨の理

由を記載した陳述書を提出することにより異議を申立てることができます。 

                   （規６８.３(c)、法施４４(1)【様式編４－２】 

   ②  申立ての方法（日本国特許庁の場合） 

        「陳述書」を「手数料追加納付書」と同時に提出することにより行います。 

                     （法施４４(2)、法施様１９、同１９の２（英語）） 

    ③  申し立ての期間（減縮・納付期間（規６８.２）に準ずる） 

      ａ  日本国特許庁 

            命令の日（発送日）から１月 

      ｂ  ヨ－ロッパ特許庁 

            命令の日（date of invitation）から１月 

 

④ 異議申立手数料（日本国特許庁は適用しません） 

  国際予備審査機関は、異議の審理のための手数料（異議申立手数料）の支払を出願人に

要求することができます。 

＊国際予備審査機関としてのヨーロッパ特許庁に対して、異議申立てをする際の手数料 

                   １，１２０ユーロ（ＥＵＲ） 

  異議申立手数料は、出願人に通知した日から１月以内に支払われなければなりません。 

 支払われなかった場合には、異議の申立ては取り下げたものとみなされます。 

  異議が正当と認められた場合には、異議申立手数料は払い戻されます。（規６８.３(e)） 

  

    ⑤  異議申立ての決定 

  異議の申立ては、３名の審判官の合議体により決定され、決定の謄本が申立人に送付さ

れます。追加して納付された手数料の全部又は一部を申立人に返還すべき旨の決定があっ

たときは、追加手数料の全部又は一部が申立人に返還されます。 

                                    （規６８.３(c)(d)、法施４５） 

 

５．答弁書の提出 

 

（１）国際調査機関の見解書 

 国際調査機関の見解書は、国際予備審査が請求され、かつ、国際調査機関の内容が規則６

６.２(a)に示されるものに該当する場合には、国際予備審査機関の最初の見解書とみなされ

ます。                     （法施５５の２(1)、規６６.１の２） 

 

（２）国際調査機関の見解書に対する答弁書 
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 出願人は、当該見解書に対して、国際予備審査を請求したときから、国際調査報告及び国

際調査機関の見解書又は国際調査報告を作成しない旨の通知を送付した日から３月又は優先

日から２２月のうちいずれか遅く満了する期間までに答弁書を提出することができます。  

                       （法施５５の２(2)、規４３の２.１(c)） 

 答弁書は、必要な場合には補正書とともに、国際予備審査機関に提出することができます。 

   （法施５５の２(3)、法施６２、規４３の２.１(c)、法施様２３、同２３の２(英語)） 

                                 【様式編７－６】 

 

（３）追加の見解書の交付（ISPEｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ19章） 

 国際調査機関の見解書が国際予備審査機関の最初の見解書とみなされることを条件として、

国際予備審査機関は、まだ否定的な見解が存在している場合にも、追加の見解書を作成する

ことなく国際予備審査報告を作成することができます。 

 国際予備審査機関は、見解書の作成回数をできる限り少なくするという原則に従いつつ、

出願人が見解書に対する答弁に十分な努力を払っているか、国際予備審査報告の作成するた

めの時間的な余裕があるか等を勘案して、必要に応じて国際予備審査機関としての見解書を

再度作成することができます。 

 

（４）追加の見解書に対する答弁書 

      出願人は、その見解書に指定された期間内に答弁書を提出することができます。 

                                                               （法１３、条３４(2)(d)） 

    ①  答弁の期間                           （規６６.２(d)） 

      ａ  日本国特許庁   命令の日（発送日）から２月 

      ｂ  ヨ－ロッパ特許庁 

            命令の日（date of the invitation）から２月 

      ｃ  出願人の上記の期間経過前の延長請求により期間を延長することができます。 

                                                                       （規６６.２(d)） 

    ②  答弁の方法 

      ａ  答弁は、管轄国際予備審査機関に直接提出します。        （規６６.３(b)） 

      ｂ  「答弁書」を提出することにより行います。 

                                               （法施６２、法施様２３）【様式編７－６】 

  

（５）出願人の請求による答弁書の提出 

  国際予備審査機関は、出願人の請求により答弁書を提出する期間を与えることができます。  

                                                     （法施６１の２、規６６.４(b)） 

 

６．条約第３４条の規定に基づく補正 

 

  国際予備審査の請求をした出願人は、次の期間内に限り当該請求に係る国際出願の明細書、

請求の範囲及び図面について補正をすることができます。補正は出願時における国際出願の

開示の範囲を超えることはできません。                       （法１１、条３４(2)(b)） 

 

 （１）補正が可能な期間                                                    （法施５５） 

    ①  国際予備審査の請求をした時から国際予備審査報告が作成開始されるまでの期間 

                                                           （法施５５①、規６６.１(b)） 
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    【注意】国際調査見解書の導入によって国際予備審査機関が改めて見解書を作成しない

場合、多くの国際出願は優先日から２２月を経過した後、比較的早い段階で国

際予備審査報告の作成に着手されることが予想されます。したがって、国際予

備審査の段階で補正をするのであれば、優先日から２２月を目途として（好ま

しくは国際予備審査請求と同時に）３４条補正を提出することをお薦めします。 

 

    ② 審査官が期間を指定して答弁書を提出する機会を与えた場合における当該指定した期 

    間                                                                （法施５５②） 

     ③  審査官が、出願人の請求により期間を指定して補正書を提出する機会を与えた場合に 

        おける当該指定した期間                                         （法施５５(1)③） 

 

 （２） 補正の提出先 

       管轄国際予備審査機関 

 

 （３）補正の方法 

        「手続補正書（法第１１条の規定による補正）」を提出することにより行います。 

                          （法施７０(2)で準用する法施３１、法施様１５）【様式編７－７】 

       ＜補正書の形式＞ 

 ①  補正のため、先に提出した用紙と異なる用紙について差替え用紙を添付します。 

 ②  補正が一部の箇所の削除又は軽微な訂正若しくは追加である場合には、用紙の明瞭さ 

   及び直接複製に悪影響を与えないことを条件として、先に提出した用紙の写しに補正を 

   行い、添付することができます。 

 ③  一の用紙の全体が削除されることになる場合は、差替え用紙の添付を必要としません。 

                                                （規６６.８、法施様１５備考４） 

 

７．条約第１９条の規定に基づく補正書の写しの提出 

 

  既に国際予備審査の請求を行っている国際出願について、条約第１９条(1)の規定による補正

（請求の範囲）をしようとする場合に、出願人は補正書を国際事務局に提出すると同時にその写

し及び説明書の写しを国際予備審査機関に提出することが望ましいとされています。 

                                                               （規６２.２） 

 

８．国際予備審査の開始の申出 

 

（１）開始の申出 

  国際予備審査の請求をした出願人は、規則５３.９(b)の規定（補正に関する記述）に基づ

き国際予備審査請求書に国際予備審査の開始を延期する旨を記載した場合に、条約第１９条

の規定による補正を行わない旨の申し出とともに国際予備審査の開始を求める旨の申し出を

することができます。                              （法施６６(1)、規６９.１(d)(ii)） 

 

（２）申出の方法 

      「国際予備審査開始申出書」を提出して行います。 

                      （法施６６(2)、法施様２４、同２４の２(英語)） 
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９．明らかな誤りの訂正請求   

 

    願書以外の部分又は国際予備審査機関に提出された書類に関して該当する場合に請求できま 

  す。『第５章  国際出願の後に行う手続  第７節  明らかな誤りの訂正請求』の欄を参照して 

  ください。      

 

１０．謄本の請求 

 

    国際予備審査を請求した出願人又はその出願人の承諾を得た者は、国際事務局又は国際予備 

 審査機関に対し、国際予備審査に関する書類の謄本の交付を請求することができます。 

                                                                 （法施６８、規９４.２） 

（１）手数料 

    ①  日本国特許庁 

        謄本１件について    １，４００円を特許印紙／現金納付により納付します。 

                                   （法施８２(1)表②） 

    ②  ヨーロッパ特許庁 

      ａ  Ａ４番  １頁ごとに  ０．７０ユーロ（ＥＵＲ） 

      ｂ  航空便の場合は送料が別に必要です。 

 

１１．文献の写しの請求 

 

  国際予備審査の請求をした出願人又は指定官庁は、国際予備審査報告に記載された文献であ

って国際調査報告に記載されていない文献の写しを、国際予備審査機関に対し国際出願日から

７年間の期間内に請求することができます。      （法１５で準用する法９、条３６(4)） 

『第５章  国際出願の後に行う手続  第１２節  謄本・証明書等の請求手続  ５．文献の写 

しの請求』の欄を参照してください。 

 

なお、出願人は引用された文献を、特許電子図書館（ＩＰＤＬ）、日本特許情報機構(JAPIO)、

独立行政法人工業所有権情報・研修館（特許庁ビル２Ｆ）等においても入手可能な場合があり

ますので、詳しくは各機関にお問い合わせください。 

 

１２．国際予備審査請求の取下げ又は選択の取下げ 

 

（１）出願人は、予備審査の請求又はいずれかもしくはすべての選択国の選択を優先日から３０

月を経過する前にいつでも取下げることができます。   （条３７(1)、規９０の２.４(a)） 

 

（２）取下げは、国際事務局に届け出ます。取下げの効力は、国際事務局に対する出願人からの

通告の受領の時に生じます。                    （条３７(3)(a)、規９０の２.４(b)） 

 

（３）出願人が取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には、国際予備審査機関はその

通告に受理の日付を付して国際事務局に送付します。その通告は、国際予備審査機関が付し

た日付で国際事務局に提出されたものとみなします。              （規９０の２.４(c)） 

 

    『第７章  国際事務局に対する手続  第２節  国際事務局に対する主な手続  ３．国際予備  

  審査の請求又は選択の取下』の欄を参照してください。 
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第７節  国際予備審査報告（特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)） 

 

１．国際予備審査報告の作成期間 

 

下記の期間のうちいずれか遅く満了する期間 

（１）優先日から２８月                                                （規６９.２(ｉ)） 

（２）国際予備審査の開始のときから６月                               （規６９.２(ii)） 

（３）国際予備審査機関の求める言語で、かつ国際公開言語である言語による翻訳文の受理の 

    日から６月                                                        （規６９.２(iii)） 

 

２．国際予備審査報告の内容 

 

（１）国際予備審査の基礎 

    ①  条約第１９条、条約第３４条の補正及び規６６．４の２の規定が適用される場合を除く

ほか、規９１．１の規定に基づいて許可された明白な誤記の訂正は、国際予備審査のため

に考慮されます。補正及び許可された明白な誤記の訂正が行われていない場合には、国際

出願時における国際出願に基づき行われます。 

                                                      （規６６.１(a)(b)(c)(d) (dの２)） 

    ②  国際調査報告が作成されていない発明に関する請求の範囲は、国際予備審査の対象とさ 

      れません。                                                       （規６６.１(e)） 

 

（２）国際予備審査報告の基礎 

① 請求の範囲について補正がされている場合には、補正後の請求の範囲に基づいて作成し 

  ます。                                                           （規７０.２(a)） 

② 補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認める場合には、そ 

  の補正がされなかったものとして作成します。                       （規７０.２(c)） 

③ 規６６．１の規定に基づき明白な誤記の訂正が考慮に入れられる場合には、国際予備審

査報告にその旨を表示します。規６６．４の２の規定に従い明白な誤記の訂正を考慮に入

れない場合には、可能なときは国際予備審査報告にその旨を表示し、表示がない場合には、

国際予備審査機関は国際事務局にその旨を通知し、国際事務局は、実施細則に定めるとこ

ろによって処理します。                     （規７０.２(ｅ)） 

 

 

（３）国際予備審査報告の内容 

    ①  請求の範囲が条約第３３条(1)から(4)（国際予備審査の内容）までに規定されている、 

        ・新規性 

        ・進歩性（自明のものでないこと） 

        ・産業上の利用可能性 

        の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述します。 

                                                                         （条３５(2)） 

    ②  各請求の範囲に対応して「有」「無」の語からなり、該当する場合には、 

      ａ  記述には、結論を裏付ける文献を列記します。            （条３５(2)、規７０.７） 

      ｂ  場合により、必要な説明を付すことができます。          （条３５(2)、規７０.８） 

      ｃ  記述には、他の意見を付すことができます。        （条３５(2)、規６６.２(a)(v)） 
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（４）国際予備審査報告のその他の記載事項                           （法施５６、規７０） 

    ①  国際予備審査機関の名称、国際出願番号・出願人の氏名（名称）・国際出願日 

    ②  国際予備審査請求書の受理の日付、国際予備審査報告を作成した日付 

    ③  国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号 

    ④  補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認めた場合には、その旨と理由 

    ⑤  請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明であり国際予備審査の対象とならな

かった旨の記載 

    ⑥  国際予備審査機関に対し補正書が提出された場合には、その事実 

    ⑦  発明の単一性に関する注釈 

    ⑧  その他 

 

３．国際予備審査報告を作成しない場合 

（１）次のいずれかの事由がある場合には、国際予備審査機関は国際予備審査を行いません。 

                                                          （法１２(2)、条３４(4)(a)） 

    ①  国際出願の対象が国際予備審査を要しないものと国際予備審査機関が認め、かつ、国際

予備審査を行わないことを決定したとき。 

                        （条３４(4)(a)(ｉ)、規６７.１、法施７０(3)で準用する法施４２） 

    ②  明細書・請求の範囲・図面が明瞭でないため、又は請求の範囲が明細書により十分な裏

付けをされていないため、請求の範囲に記載されている発明の新規性・進歩性・産業上の

利用可能性について有意義な見解を示すことができないと認めたとき。 

                                                                  （条３４(4)(a)(ii)） 

    ③  前記①②の事由が一部の請求の範囲について、又は一部の請求の範囲との関連にある場

合には、当該請求の範囲のみについて適用されます。                 （条３４(4)(b)） 

 

（２）通知 

      国際予備審査報告を作成しない場合には、出願人にその旨の見解及びその根拠が通知され

ます。                                                     （法１２、条３４(4)(a)） 

 

 

第８節  国際予備審査報告の送付・送達 

 

１．出願人・国際事務局への送付 

 

    国際予備審査機関は、国際予備審査報告・附属書類を出願人及び国際事務局に同一の日に送  

 付します。         （法施５７、条３６(1)、規７１.１）【様式編６－２・ＩＰＥＡ／４０９】 

 

２．選択国への送達 

 

    国際事務局は、国際予備審査報告（附属書類を含む。）及びその所定の英訳（ただし附属書

類を除く）を作成して、各選択国に送達します。なお、当該英訳文は各選択国と同時に出願人

にも送付されます。 

  国際事務局からの送達は、各選択国による請求により、優先日から３０月経過後に行われま

す。                         （条３６(3)(a)、規７２、規７３） 
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３．報告の附属書類 

 

  条約第１９条及び条約第３４条の規定に基づく補正書の各差替え用紙は、報告書に附属書類 

として添付します。条約第３４条の補正によって取り消されたものとみなされた条約第１９条 

の補正書及び補正により一の用紙の全体が削除されることになる場合の書簡は添付しません。 

                                 （規７０.１６(a)） 

  

国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認め、

国際予備審査報告にその旨が記載される場合には、その補正のための差替え用紙とともに、そ

の補正により差し替えられた又は取り消された各差替え用紙も附属書類として添付されます。 

                                 （規則７０.１６(b)） 

                                                                    

４．附属書類の翻訳文 

 

    附属書類の所定の翻訳文は、出願人が所定の期間内に選択官庁に送付します。 

                                                        （条３６(3)(b)、規７４.１(a)） 

 


